
配慮が必要な⽅向け［520KB］

 
修学旅⾏等の学校⾏事等における資格確認や保育所の園児等の資格確認の⽅
法について

 修学旅⾏等の学校⾏事、部活動の合宿・遠征等において児童・⽣徒本⼈がマイナ保
険証を持参することが容易でない場合（幼少のため管理が難しい場合等）や、保育
所、認定こども園、幼稚園で保育⼠等が保護者に代わって園児等を連れて医療機関等
を受診する必要が⽣じた場合には、あらかじめ預かっておいたマイナポータルから取
得できるPDFファイル（印刷物も可）や資格情報のお知らせ（写しも可）を提⽰する
といった柔軟な取扱いも可能です。詳細は以下の事務連絡をご参照下さい。

【事務連絡】「健康保険証の廃⽌に伴う修学旅⾏等の学校⾏事や部活動の合宿・遠征等における児童⽣徒
本⼈の被保険者資格の確認⽅法について」の⼀部改正について［995KB］
 

ページの先頭へ戻る

マイナンバーカードの健康保険証利⽤登録件数
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Q1. マイナンバーカードを健康保険証として利⽤するメリットは何ですか。

A1. マイナ保険証には、過去のお薬の履歴や健診情報などの提供に同意していただく
ことで、正確なデータに基づくより良い医療を受けることができるほか、医療機関等
の窓⼝で⾼額な医療費が発⽣した場合に、限度額適⽤認定証の発⾏を申請しなくと
も、外来の窓⼝で限度額を超える⽀払の免除が受けられる（※１）などのメリットが
あります。
また、マイナポータルから保険医療・調剤を受けた記録（※２）を確認することがで
きるため、確定申告等において、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費
控除申請の⼿続が⾏えます。
※１）ただし、同⼀⽉・同⼀医療機関の⽀払に限ります。
※２）保険診療分であっても、例えば、はり・きゅう等の施術費⽤や整⾻院・接⾻院
の柔道整復療養費など取得できない情報もありますので、ご注意ください。詳しく
は、マイナポータルのよくあるご質問（外部リンク）をご覧ください。

Q2. 従来の健康保険証はいつまで利⽤できますか。

A2. 令和６（2024）年12⽉２⽇以降、マイナンバーカードを健康保険証として利⽤
する仕組みに移⾏しておりますが、12⽉２⽇時点で有効な健康保険証は最⻑１年間
（※）、引き続き使⽤できます。また、
・12⽉２⽇以降は、健康保険証として利⽤できるマイナンバーカードがお⼿元にない
⽅などには、従来の健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付され、これまで
通り医療にかかることができます。
※有効期限が2025年（令和７）年12⽉１⽇より前に切れる場合や、転職・転居など
で保険者の異動が⽣じた場合はその有効期限まで。

 
国・地⽅共通相談チャットボット（Govbot）

 マイナンバーカードの保険証利⽤を含めたよくある質問は、以下のチャットボット
でもお尋ねいただけます。
（※画像をクリックすると外部サイトに移動します。）

※1⽉における解除申請受付件数は13,212件

よくある質問
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